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税　額 件　数 税　額 件　数 税 額 件 数 税　額 件　数

千円 件 千円 件 ％ ％ 千円 件
27 391 559  2 913 21 069 669  1 696 76.9 58.2 6 321 891  1 217

24 909 960  2 533 20 957 012  1 527 84.1 60.3 3 952 947  1 006

 617 172  1 055  494 527   625 80.1 59.2  122 645   430

(法73条の25、27等、法附則12条1項)

(法601条、602条、603条等)

（備考）この表の収入額には還付未済額は含まれていない。

税　　額 件　数 税　　額 件　数

千円 件 千円 件
10 560 141  87 931 11 990 501  95 771

2 736 960  10 326 3 636 627  11 332

 190 534  2 463  212 790  2 964

3 491 703  1 784 4 194 959  2 053

 651 088  1 117  487 007  1 375

- - - -

- - -   3

- - - -

 474 717  11 147  496 847  12 640

2 472 767  60 935 2 488 253  65 330

 175 436   9  108 845   16

 33 027   16  36 770   17

特 別 地 方 消 費 税  22 016   60  21 188 -

旧  法  に 自動車取得税(目的税)  1 833   25  1 387   21

よ  る  税 軽油引取税(目的税)  310 059   49  305 827   20

（備考）  平成21年度税制改正により、自動車取得税及び軽油引取税は目的税から普通税に改められ、改正前の目的税分については「旧法による税」として
　　　　　収納することとされた。

５　　都 税 滞 納 処 分 の 停 止 状 況 （平成20～22年度）

固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税

(法附則29条の5 第7、8項)

自 動 車 取 得 税

(法125条)
 6 359   55

20 421 972   828 94.1

法 人 都 民 税 ・ 法 人 事 業 税

(法55条の2、72条の38の2、39の2)

特 別 土 地 保 有 税

一 般 の 徴 収 猶 予 ( 法 15 条 関 係 )

不 動 産 取 得 税

 2 674

 1 702

 1 026

-

 60 630

  18

-

  21

  4 67 126   4 - - - -  67 126

  38

  17

-

 11 533

 99 111

 19 793

 303 604

事 業 所 税

自 動 車 取 得 税 （ 普 通 税 ）

軽 油 引 取 税 （ 普 通 税 ）

  47

 555 381

-

 1 926

  205

特 別 土 地 保 有 税

-

 496 715

-

自 動 車 税

法 人 事 業 税

法 人 都 民 税  9 969

2 463 611

6 070 133

 255 347

固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税

不 動 産 取 得 税

都 た ば こ 税

総 額  87 675 15 231 723

個 人 事 業 税

4 965 896

税　　　　　目

平　成　20　年　度 平　成　21　年　度 平　成　22　年　度

件　数 税　　額

件 千円

(1)  滞 納 処 分 停 止 中 の 額 （税目別）

1 273 904   67
(法144条の29)

軽 油 引 取 税
21 695 876   895 92.5

- -

 6 859   56   500   1 7.3 1.8

2 123 181   115

- - - - - -

- - -

 399 746   408 17.9

2 123 181   115 -

４　　都 税 徴 収 猶 予 額 整 理 状 況 （平成22年度）

収　入　額 収 入 歩 合 徴 収 猶 予 中 の 額徴 収 猶 予 額

区　　　　　分

平 成 21 年 度

平 成 22 年 度

 359 733   33510.0 40 013   73
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